
シンガポール開催のフォーラムで

投資家、審査員向けにプレゼン

テーションを行います。最優秀賞

に選ばれると、実施の為の更な

る集中指導を受けることになりま

す。また、フォーラム参加の全チ

ームがCTI PFANの継続的な支

援を受けるべく検討されます。

フォーラム開催

2014年2月28日（金）

ステップ３：

ビジネスプラン・コンペティション

一次選考

通過

（約20件）

近年では、地球温暖化対策や持続可能な発展の実現のため、開発途上国においてクリーンエネルギーや再生可能エネルギーを活用

する技術、また、省エネルギー技術の重要性がますます高まっています。こうしたニーズを受けて、開発途上国でこれらの技術を普及

するため、多くの環境プロジェクトが立ち上がりつつあります。しかし、こうしたプロジェクトの開発者は優れたアイデアを持っているにもかかわ

らず、資金調達に苦戦しているケースが少なくないのが実情です。その大きな理由のひとつとして、アイデアはすばらしいものの、投資家が投

融資の判断をする視点からビジネスプランが作成されず、事業の魅力が伝えられていないことが、国連の活動や投資家へのインタビューな

どから把握されています。

CTI PFANプログラムは、このようにすばらしいアイデアを持った環境プロジェクトを発掘し、その実現のための投融資が受けられるよう、こ

れらのプロジェクトの開発者に対し、投資家にとって魅力的なビジネスプランを作成する支援を提供します。また、支援を行ったプロジェ

クト開発者とクリーンエネルギー市場への投融資に積極的な世界中の投資家および金融機関とのマッチングの機会を提供し、投融資

の実現をサポートします。

CTI PFAN アジア・クリーンエネルギー・

ファイナンシング・フォーラム (AFCEF-4)

ビジネスプラン・コンペティション
事業提案募集

公益財団法人　国際環境技術
移転センター（ICETT）は、経済
産業省の委託事業「地球環境
国際連携事業」の一環として、 
CTI PFAN アジア・クリーンエネ
ルギー・ファイナンシング・フォー
ラム（AFCEF-4）を、2014年2月
28日（金）に、シンガポールにて
開催いたします。これに先立ち、
ビジネスプラン・コンペティション
に参加して頂くアジア地域でク
リーンエネルギーに関する技術
や製品、サービスを提供するプ
ロジェクトの事業提案を募集し
ます。

選考プロジェクトに提供される支援
①ビジネスプランレベルアップのアドバイスの提供

投資家にとって魅力的なビジネスプランを作成するために、以下の観点から担当アドバ

イザーが助言します。

■プロジェクトの全体構成    ■ファイナンス構造　　    　　  ■投融資による資金調達    

■技術的課題   ■事業成長のための戦略  ■ビジネスプランの作成・プレゼンの仕方　等

②フィージビリティスタディおよび技術調査のための経費の補助

アイデアはすばらしいものの、投資家が投融資を検討するために必要な情報が不足し

ているプロジェクトには、フィージビリティスタディおよび技術調査に必要な専門家の費

用の一部を補助します。

③資金調達実現への支援

CTI  PFANネットワークに参画する投資家や金融機関等、クリーンプロジェクトに関心を

持つ投融資元の紹介、また、プロジェクト開発者とこれらの機関とのマッチングを促進

し、プロジェクトの資金調達の実現を支援します。

CTI PFANの担当アドバイザーに

よる個別指導の下、ビジネスプラ

ン草案を作成していただきます。

また、2013年10月30日の事業開

発ワークショップでは専門的な指

導と知見を享受できます。草案の

評価及びアドバイザーの推奨を

基に二次選考が行われます。

二次選考結果通知

2013年12月19日（木）

ステップ２：

無料コンサルティング

地球温暖化対策に資する技術・

製品・サービスの提供、もしくは

適応に関連するプロジェクトの事

業提案書を提出していただきま

す。CTI PFANが設定した審査基

準に基づき、事業提案書の完成

度よりも事業成功の可能性を重

視した一次選考が行われます。

一次選考結果通知

2013年9月19日（木）

ステップ１：

事業提案書の提出

二次選考

通過

（約10件）



CTI PFANとは？

CTI民間資金調達支援ネットワーク

Climate Technology Initiative Private Financing Advisory Network/CTI PFAN
CTI PFANプログラムは、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の技術移転専門家グループ（EGTT)との協力で、気候変動防止技

術イニシアティブ（CTI）により設立された官民パートナーシップです。クリーンエネルギー/再生可能エネルギー/エネルギー利

用効率化プロジェクトに携わる事業開発者や起業家の資金調達機会を拡げ、開発途上国及び経済移行国への技術移転を促

進します。CTI PFANネットワークは民間金融機関、プロジェクトファイナンス専門家、非営利組織、多国間組織、政府組織から構

成されています。ネットワークに参加するには、開発途上国における気候変動対策プロジェクトに係る投資、ファイナンスサービ

ス提供のノウハウを有することが条件となっています。CTI  PFANはプロジェクトのスポンサー及び開発者に対し様々なサービスを

提供し、民間直接投融資の確保を支援します。
www.cti-pfan.net

応募に必要な書類

①Application Form (参加申請書)   

②Project Proposal (事業提案書)   

③Project Data Sheet (事業データシート)

以上の書類を英語で、全て電子媒体で提出していただきます。必要となる用紙は

以下のURLからダウンロードできます。

http://www.cti-pfan.net/events_detail.php?eventsid=57　(英語）

また、日本語の事業提案書作成のガイドラインは以下のＵＲＬからダウンロード

できます。
http://www.icett.or.jp/cti/index.html

応募書類提出期限・提出先

2013年9月9日（月）24時（日本時間）

afcef-4@cti-pfan.net までメールにて送付

 本フォーラムは経済産業省の支援によりICETTが実施している、「地球環境国際連携事業」の一環として開催されます 

スポンサー

気候変動防止技術イニシアティブ

Climate Technology Initiative/CTI

CTIは1995年の国連気候変動枠組条約

（UNFCCC)第1回締約国会議（COP1）に

おいて、国際エネルギー機関（IEA)/OECD

加盟国及び欧州委員会によって設立され

た、多国間による国際連携イニシアティブで

あり、2003年にはIEAの実施協定として位置

づけられました。加盟国はオーストラリア、オー

ストリア、カナダ、フィンランド、ドイツ、日本、ノル

ウェー、韓国、スウェーデン、英国、米国の11ヶ

国です。

www.climatetech.net

米国国際開発庁

United States Agency for International Development/

USAID

アメリカ合衆国のほぼすべての海外援助を行

う政府組織で且つ公正な経済成長の促進を

目指しています。持続可能なエネルギー・イニ

シアティブ、保健衛生、民主化、紛争解決、人

道支援などに焦点をあてた経済成長、農業開

発、貿易振興を援助の柱としています。USAID

はワシントンDCにある経済成長・教育・環境

局 （Bureau  for  Economic Growth,  Education 

and  the  Environment/E3）とタイ・バンコクに拠

点を置くアジア地域開発ミッション （Regional 

Development Mission for Asia/RDMA） を通

じてCTI  PFANを支援しています。RDMAはア

ジア地域におけるCTI PFANのコーディネー

ターです。

www.usaid.gov

公益財団法人 国際環境技術移転センター 

International Center  for  Environmental 

Technology Transfer/ICETT

1990年に我が国の環境保全システム

を円滑に移転していく機関として産・

官・学の協力によって三重県四日市

市に設立されました。環境関連技

術及び環境保全策等を開発途上

国に移転することを目的としてい

ます。ICETTには2003年からCTI

の国際事務局が設置され、CT I 

PFANの組織運営に必要とされる

支援業務も遂行しています。

www.icett.or.jp

対象分野

対象事業・プロジェクトは地球温暖化対策に資する技術や製品、サービスを提供する分野

のものとします。

  ◆再生可能エネルギー利用：バイオマス、バイオガス、バイオ燃料、

　　太陽光、風力、地熱、水力、潮力／波力（海洋発電）

  ◆森林保全・植林     ◆農村電化　  ◆発電　　

　◆エネルギー効率向上　  ◆省エネルギー  ◆クリーン輸送　

　◆廃棄物からのエネルギー生成／回収  ◆排出量削減　　　　　　 

適応関連プロジェクトも対象案件とします。適応関連プロジェクトは、現在・将来の気候変

動・関連リスクの影響に対する人間及び自然システムの脆弱性を、適応能力・回復力の強

化・維持を以て減少させることを目的に、特定の地域・国で実施するプロジェクトです。

  ◆農業（農業関連産業及び農産物加工）  ◆水と衛生

　◆エネルギー及びエネルギーアクセス　  ◆都市開発

　◆適応技術関連の製品及びサービス  ◆観光事業

　◆マイクロファイナンス及びマイクロインシュアランス 

事業規模

原則として、（初期）投資が100万米ドル以上、又は相当する他通貨額の事業案件とします。


